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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
除
染
等
業
務
従
事
者
の
被
ば
く
限
度
）

（
除
染
等
業
務
従
事
者
の
被
ば
く
限
度
）

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

事
業
者
は
、
除
染
等
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、

３

事
業
者
は
、
除
染
等
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、

当
該
請
負
人
に
対
し
、
除
染
等
業
務
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
（
事
業
を
行

当
該
請
負
人
に
対
し
、
除
染
等
業
務
に
従
事
す
る
者
の
受
け
る
実
効
線
量
が

う
者
が
行
う
仕
事
の
作
業
に
従
事
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
受
け

第
一
項
に
規
定
す
る
限
度
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
旨
及
び
除

る
実
効
線
量
が
第
一
項
に
規
定
す
る
限
度
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
必
要
が

染
等
業
務
に
従
事
す
る
女
性
（
妊
娠
す
る
可
能
性
が
な
い
と
診
断
さ
れ
た
も

あ
る
旨
及
び
除
染
等
業
務
に
従
事
す
る
女
性
（
妊
娠
す
る
可
能
性
が
な
い
と

の
及
び
次
条
第
二
項
に
規
定
す
る
女
性
を
除
く
。
）
の
受
け
る
実
効
線
量
に

診
断
さ
れ
た
も
の
及
び
次
条
第
二
項
に
規
定
す
る
女
性
を
除
く
。
）
の
受
け

つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
項
に
規
定
す
る
限
度
を
超

る
実
効
線
量
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
項
に
規
定

え
な
い
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
る
限
度
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

２

事
業
者
は
、
除
染
等
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、

２

事
業
者
は
、
除
染
等
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、

当
該
請
負
人
に
対
し
、
除
染
等
業
務
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
の
う
ち
妊
娠

当
該
請
負
人
に
対
し
、
除
染
等
業
務
に
従
事
す
る
者
の
う
ち
妊
娠
と
診
断
さ

と
診
断
さ
れ
た
女
性
の
受
け
る
線
量
が
、
妊
娠
中
に
つ
き
前
項
各
号
に
掲
げ

れ
た
女
性
の
受
け
る
線
量
が
、
妊
娠
中
に
つ
き
前
項
各
号
に
掲
げ
る
線
量
の

る
線
量
の
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
値
を
超
え
な
い

区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
値
を
超
え
な
い
よ
う
に
す

よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
線
量
の
測
定
）

（
線
量
の
測
定
）

第
五
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

２
～
８

（
略
）

２
～
８

（
略
）

９

事
業
者
は
、
除
染
等
業
務
（
特
定
汚
染
土
壌
等
取
扱
業
務
に
あ
っ
て
は
、

９

事
業
者
は
、
除
染
等
業
務
（
特
定
汚
染
土
壌
等
取
扱
業
務
に
あ
っ
て
は
、

平
均
空
間
線
量
率
が
二
・
五
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
以
下
の
場
所
に
お

平
均
空
間
線
量
率
が
二
・
五
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
以
下
の
場
所
に
お

い
て
の
み
行
わ
れ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
に
お

い
て
の
み
行
わ
れ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
請
負
人

い
て
同
じ
。
）
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
請
負
人
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に
対
し
、
除
染
等
業
務
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
が
除
染
等
作
業
に
よ
り
受

に
対
し
、
除
染
等
業
務
に
従
事
す
る
者
が
除
染
等
作
業
に
よ
り
受
け
る
外
部

け
る
外
部
被
ば
く
に
よ
る
線
量
を
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
に
定
め
る
と
こ

被
ば
く
に
よ
る
線
量
を
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

ろ
に
よ
り
測
定
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

測
定
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者
は
、
除
染
等
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、

事
業
者
は
、
除
染
等
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、

10

10

当
該
請
負
人
に
対
し
、
除
染
等
業
務
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
が
除
染
特
別

当
該
請
負
人
に
対
し
、
除
染
等
業
務
に
従
事
す
る
者
が
除
染
特
別
地
域
等
内

地
域
等
内
に
お
け
る
除
染
等
作
業
に
よ
り
受
け
る
内
部
被
ば
く
に
よ
る
線
量

に
お
け
る
除
染
等
作
業
に
よ
り
受
け
る
内
部
被
ば
く
に
よ
る
線
量
の
測
定
又

の
測
定
又
は
内
部
被
ば
く
に
係
る
検
査
を
、
第
二
項
各
号
、
第
三
項
及
び
第

は
内
部
被
ば
く
に
係
る
検
査
を
、
第
二
項
各
号
、
第
三
項
及
び
第
七
項
に
定

七
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

な
ら
な
い
。

。

（
略
）

（
略
）

11

11

（
診
察
等
）

（
診
察
等
）

第
十
一
条

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

事
業
者
は
、
除
染
等
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
場
合
に
お

３

事
業
者
は
、
除
染
等
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
場
合
に
お

い
て
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
除
染
等
業
務
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
が

い
て
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
除
染
等
業
務
に
従
事
す
る
者
が
第
一
項
各

第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
速
や
か
に
医
師
の
診
察
又

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
速
や
か
に
医
師
の
診
察
又
は
処
置
を

は
処
置
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

受
け
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
退
出
者
の
汚
染
検
査
）

（
退
出
者
の
汚
染
検
査
）

第
十
四
条

（
略
）

第
十
四
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

第
一
項
の
作
業
場
に
お
い
て
除
染
等
作
業
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
（
労

４

第
一
項
の
作
業
場
に
お
い
て
除
染
等
作
業
に
従
事
す
る
者
（
労
働
者
を
除

働
者
を
除
く
。
）
は
、
当
該
作
業
場
か
ら
退
去
す
る
と
き
は
、
同
項
の
汚
染

く
。
）
は
、
当
該
作
業
場
か
ら
退
去
す
る
と
き
は
、
同
項
の
汚
染
検
査
場
所

検
査
場
所
に
お
い
て
、
そ
の
身
体
及
び
装
具
の
汚
染
の
状
態
を
検
査
し
な
け

に
お
い
て
、
そ
の
身
体
及
び
装
具
の
汚
染
の
状
態
を
検
査
し
な
け
れ
ば
な
ら

れ
ば
な
ら
な
い
。

な
い
。

５

（
略
）

５

（
略
）

（
持
出
し
物
品
の
汚
染
検
査
）

（
持
出
し
物
品
の
汚
染
検
査
）

第
十
五
条

（
略
）

第
十
五
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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３

第
一
項
の
作
業
場
に
お
い
て
除
染
等
作
業
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
（
労

３

第
一
項
の
作
業
場
に
お
い
て
除
染
等
作
業
に
従
事
す
る
者
（
労
働
者
を
除

働
者
を
除
く
。
）
は
、
当
該
作
業
場
か
ら
持
ち
出
す
物
品
に
つ
い
て
は
、
持

く
。
）
は
、
当
該
作
業
場
か
ら
持
ち
出
す
物
品
に
つ
い
て
は
、
持
出
し
の
際

出
し
の
際
に
、
前
条
第
一
項
の
汚
染
検
査
場
所
に
お
い
て
、
そ
の
汚
染
の
状

に
、
前
条
第
一
項
の
汚
染
検
査
場
所
に
お
い
て
、
そ
の
汚
染
の
状
態
を
検
査

態
を
検
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
一
項
た
だ
し
書
の
場
合
は

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
一
項
た
だ
し
書
の
場
合
は
、
こ
の
限

、
こ
の
限
り
で
な
い
。

り
で
な
い
。

４

（
略
）

４

（
略
）

（
喫
煙
等
の
禁
止
）

（
喫
煙
等
の
禁
止
）

第
十
八
条

事
業
者
は
、
除
染
等
業
務
を
行
う
と
き
は
、
事
故
由
来
放
射
性
物

第
十
八
条

事
業
者
は
、
除
染
等
業
務
を
行
う
と
き
は
、
事
故
由
来
放
射
性
物

質
を
吸
入
摂
取
し
、
又
は
経
口
摂
取
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
作
業
場
に
お
け
る

質
を
吸
入
摂
取
し
、
又
は
経
口
摂
取
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
作
業
場
に
お
け
る

除
染
等
業
務
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
の
喫
煙
又
は
飲
食
に
つ
い
て
、
禁
止

除
染
等
業
務
に
従
事
す
る
者
の
喫
煙
又
は
飲
食
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を

す
る
旨
を
明
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
明

明
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
明
示
以
外
の

示
以
外
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
た
と
き
は
、
当
該
作
業
場
に
お
い
て
喫
煙
又

方
法
に
よ
り
禁
止
し
た
と
き
は
、
当
該
作
業
場
に
お
い
て
喫
煙
又
は
飲
食
が

は
飲
食
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
旨
を
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
者
に
明
示
し
な
け

禁
止
さ
れ
て
い
る
旨
を
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
者
に
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら

れ
ば
な
ら
な
い
。

な
い
。

２

前
項
の
作
業
場
に
お
い
て
除
染
等
業
務
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
は
、
当

２

前
項
の
作
業
場
に
お
い
て
除
染
等
業
務
に
従
事
す
る
者
は
、
当
該
作
業
場

該
作
業
場
で
喫
煙
し
、
又
は
飲
食
し
て
は
な
ら
な
い
。

で
喫
煙
し
、
又
は
飲
食
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
特
定
線
量
下
業
務
従
事
者
の
被
ば
く
限
度
）

（
特
定
線
量
下
業
務
従
事
者
の
被
ば
く
限
度
）

第
二
十
五
条
の
二

（
略
）

第
二
十
五
条
の
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

事
業
者
は
、
特
定
線
量
下
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き

３

事
業
者
は
、
特
定
線
量
下
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き

は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
特
定
線
量
下
業
務
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
の

は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
特
定
線
量
下
業
務
に
従
事
す
る
者
の
受
け
る
実

受
け
る
実
効
線
量
が
第
一
項
に
規
定
す
る
限
度
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
必

効
線
量
が
第
一
項
に
規
定
す
る
限
度
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る

要
が
あ
る
旨
及
び
特
定
線
量
下
業
務
に
従
事
す
る
女
性
（
妊
娠
す
る
可
能
性

旨
及
び
特
定
線
量
下
業
務
に
従
事
す
る
女
性
（
妊
娠
す
る
可
能
性
が
な
い
と

が
な
い
と
診
断
さ
れ
た
も
の
及
び
次
条
第
二
項
に
規
定
す
る
女
性
を
除
く
。

診
断
さ
れ
た
も
の
及
び
次
条
第
二
項
に
規
定
す
る
女
性
を
除
く
。
）
が
受
け

）
が
受
け
る
実
効
線
量
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前

る
実
効
線
量
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
項
に
規
定

項
に
規
定
す
る
限
度
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ

す
る
限
度
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

第
二
十
五
条
の
三

（
略
）

第
二
十
五
条
の
三

（
略
）
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２

事
業
者
は
、
特
定
線
量
下
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き

２

事
業
者
は
、
特
定
線
量
下
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き

は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
特
定
線
量
下
業
務
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
の

は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
特
定
線
量
下
業
務
に
従
事
す
る
者
の
う
ち
妊
娠

う
ち
妊
娠
と
診
断
さ
れ
た
女
性
の
腹
部
表
面
に
受
け
る
等
価
線
量
が
、
妊
娠

と
診
断
さ
れ
た
女
性
の
腹
部
表
面
に
受
け
る
等
価
線
量
が
、
妊
娠
中
に
つ
き

中
に
つ
き
前
項
に
規
定
す
る
限
度
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
旨

前
項
に
規
定
す
る
限
度
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ

を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
線
量
の
測
定
）

（
線
量
の
測
定
）

第
二
十
五
条
の
四

（
略
）

第
二
十
五
条
の
四

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

事
業
者
は
、
特
定
線
量
下
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き

５

事
業
者
は
、
特
定
線
量
下
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き

は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
特
定
線
量
下
業
務
に
従
事
す
る
作
業
従
事
者
が

は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
特
定
線
量
下
業
務
に
従
事
す
る
者
が
特
定
線
量

特
定
線
量
下
作
業
に
よ
り
受
け
る
外
部
被
ば
く
に
よ
る
線
量
を
、
第
二
項
及

下
作
業
に
よ
り
受
け
る
外
部
被
ば
く
に
よ
る
線
量
を
、
第
二
項
及
び
第
三
項

び
第
三
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
測
定
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
測
定
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

６

（
略
）

６

（
略
）

（
診
察
等
）

（
診
察
等
）

第
二
十
五
条
の
七

（
略
）

第
二
十
五
条
の
七

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

事
業
者
は
、
特
定
線
量
下
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
場
合

３

事
業
者
は
、
特
定
線
量
下
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
場
合

に
お
い
て
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
特
定
線
量
下
業
務
に
従
事
す
る
作
業

に
お
い
て
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
特
定
線
量
下
業
務
に
従
事
す
る
者
が

従
事
者
が
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
速
や
か
に
医
師

第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
速
や
か
に
医
師
の
診
察
又

の
診
察
又
は
処
置
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

は
処
置
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。


